
 
  

 



はじめに 

 

2013 年 9 月に開催された IOC（国際オリンピック委員会）総会において、2020 年オリンピック・パラ

リンピック競技大会（以下、「大会」という。）の開催都市が東京に決定した。 

東京は、大会の招致に際して、初期段階環境影響評価（以下、「初期段階環境アセスメント」という。）

を行い、その結果を IOC に報告した。そして、立候補ファイルにおいては、東京が開催都市に決定した

場合には、詳細な実施段階環境影響評価（以下、「実施段階環境アセスメント」）を行うこととした。 

したがって、東京での大会開催が決定した今後は、大会開催に伴う環境影響の回避・最小化・代償を

行うとともに、大会を契機とした東京の持続可能性の向上に資することを目的として、実施段階環境ア

セスメントを行っていく。 

 

実施段階環境アセスメントは、「2020 年東京オリンピック・パラリンピック環境アセスメント指針（以

下、「指針」という。）」に基づき実施するものであるとともに、自主的なアセスメントの性格を有して

いる。 

 

本環境影響評価調査計画書（以下、「調査計画書」という。）は、指針に基づき、環境影響評価項目、

調査の方法等について記載したものであり、会場等の諸元や地域特性に応じて、重点化を行うなどメリ

ハリのある内容としている。 

なお、調査計画書の作成段階における会場等の諸元については、立候補ファイルと同様のものとして

おり、今後、会場等の諸元が変更となった場合には、指針に基づき、環境影響評価書案や環境影響評価

書の作成段階で、環境影響評価項目等の見直しを行うこととする。 

 

 








